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(57)【要約】
　拡張可能なオストミーパウチ（２０）及び拡張可能な
オストミーキャップ（１００）は、共通のキャビティを
共有する第１の部分（２２、１０６）及び第２の部分（
２４、１１０）を含んでいる。第１の部分及び第２の部
分は、第２の部分がコンパクトな状態において反転され
て第１の部分内に挿入されることができるように構成さ
れている。第２の部分は、手動で引っ張り出すことがで
きるか、又は、キャビティがストーマの排出物で満たさ
れると、ストーマの排出物による重力及び／又はパウチ
内の上昇した圧力に起因して拡張することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の部分と、
　第２の部分であって、前記第１の部分及び前記第２の部分は、身体側の壁及び外側壁に
よって画定され、該身体側の壁及び該外側壁は、それらの外周縁に沿ってシールされてキ
ャビティを画定し、該キャビティは前記第１の部分及び前記第２の部分を通して連続的で
ある第２の部分と、
　前記第１の部分の前記身体側の壁に配置され、ストーマを受け入れるための入口開口と
を備え、
　前記第２の部分は、コンパクトな状態では、前記第１の部分内に実質的に完全に隠され
るよう、反転されて前記第１の部分内に挿入されるように構成されており、前記第２の部
分は、拡張した状態では前記第１の部分から実質的に完全に露出される、拡張可能なオス
トミーパウチ。
【請求項２】
　前記拡張可能なオストミーパウチは、前記第２の部分を前記第１の部分から手動で引っ
張り出すことによって、又は、前記キャビティが前記ストーマの排出物で満たされると、
該ストーマの排出物による重力及び／又は前記拡張可能なオストミーパウチ内の上昇した
圧力に起因して、前記コンパクトな状態から前記拡張した状態に拡張するように構成され
ている、請求項１に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項３】
　前記第１の部分及び前記第２の部分は、該第２の部分が前記第１の部分内に確実に嵌ま
り、手動で拡張させるか又はストーマの排出物によって拡張することなく、運動又は他の
ユーザーの動きの間に前記第１の部分から拡張しないように構成されている、請求項１ま
たは２に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項４】
　前記拡張可能なオストミーパウチはピーナッツ状の形状を有し、前記第１の部分は実質
的に円形の形状を有し、前記第２の部分は実質的に円形の形状を有し、前記第２の部分は
、反転されて前記第１の部分内に確実に嵌まるように前記第１の部分よりも小さいサイズ
である、請求項１～３のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項５】
　前記第１の部分は実質的に正方形の形状を有し、前記第２の部分は実質的に矩形の形状
を有し、前記第２の部分の幅は前記第１の部分の幅よりも小さく、前記第２の部分の長さ
は前記第１の部分の長さよりも小さく、前記拡張可能なオストミーパウチは、コンパクト
な状態であるときは前記第１の部分と実質的に同じ形状及びサイズを有する、請求項１～
３のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項６】
　前記拡張可能なオストミーパウチは、前記第２の部分の端に画定される出口開口と、該
出口開口を閉じる閉鎖手段とを含む排出可能なパウチであり、前記出口開口は、前記コン
パクトな状態において反転されて前記部分内に挿入される前に閉じられる、請求項１～５
のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項７】
　前記拡張可能なオストミーパウチは、出口開口のない使い捨てパウチである、請求項１
～５のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項８】
　前記拡張可能なオストミーパウチの老廃物回収容量は、前記拡張した状態では、前記コ
ンパクトな状態よりも少なくとも５０％大きい、請求項１～７のいずれか一項に記載の拡
張可能なオストミーパウチ。
【請求項９】
　前記拡張可能なオストミーパウチの老廃物回収容量は、前記拡張した状態では、前記コ
ンパクトな状態よりも少なくとも１００％大きい、請求項８に記載の拡張可能なオストミ
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ーパウチ。
【請求項１０】
　前記身体側の壁及び前記外側壁のうちの少なくとも一方の外面に配置される不織材料を
更に含み、該不織材料は前記第１の部分にのみ沿って延びる、請求項１～９のいずれか一
項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項１１】
　前記第２の部分は、前記コンパクトな状態から前記拡張した状態への前記オストミーパ
ウチの拡張を容易にするタブを含み、該タブは、ユーザーが該タブをつかんで前記第２の
部分を前記第１の部分の内部から引っ張り出すことができるように構成されている、請求
項１～１０のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項１２】
　前記タブは、前記第２の部分の下部のヒートシール部分によって画定される、請求項１
１に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項１３】
　前記第２の部分は、水溶性材料によって前記外側壁の内面において前記第１の部分に取
り付けられる、請求項１～１２のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項１４】
　前記第１の部分の前記外側壁の内面に配置されるフィルターを更に含み、反転された前
記第２の部分は、前記コンパクトな状態では前記入口開口と前記フィルターとの間に配置
され、該フィルターをストーマの排出物から少なくとも部分的に保護する、請求項１～１
３のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーパウチ。
【請求項１５】
　拡張可能なオストミーキャップであって、
　ストーマを覆うとともに前記拡張可能なオストミーキャップをユーザーに取り付ける手
段を支持するのに十分なサイズであるキャップ部分と、
　テール部分であって、前記キャップ部分及び前記テール部分は、身体側の壁及び外側壁
によって画定され、該身体側の壁及び該外側壁は、それらの外周縁に沿ってシールされて
キャビティを画定し、該キャビティは前記キャップ部分及び前記テール部分を通して連続
的であるテール部分と、
　前記キャップ部分の前記身体側の壁に配置され、ストーマを受け入れるための入口開口
と
を備え、
　前記テール部分は、コンパクトな状態では、前記キャップ部分内に実質的に完全に隠さ
れるよう、反転されて前記キャップ部分内に挿入されるように構成されており、前記第２
の部分は、拡張した状態では前記第１の部分から実質的に完全に露出される、拡張可能な
オストミーキャップ。
【請求項１６】
　前記キャップ部分は実質的に正方形の形状を有し、前記キャップ部分の各辺は約８．９
ｃｍ（３．５インチ）～約１３ｃｍ（５インチ）である、請求項１５に記載の拡張可能な
オストミーキャップ。
【請求項１７】
　前記キャップ部分は実質的に円形の形状を有し、前記キャップ部分の直径は約８．９ｃ
ｍ（３．５インチ）～約１３ｃｍ（５インチ）である、請求項１５に記載の拡張可能なオ
ストミーキャップ。
【請求項１８】
　前記キャップ部分及び前記テール部分は、該テール部分が前記キャップ部分内に確実に
嵌まり、手動で拡張させるか又はストーマの排出物によって拡張することなく、運動又は
他のユーザーの動きの間に前記キャップ部分から拡張しないように構成されている、請求
項１５～１７のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーキャップ。
【請求項１９】
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　前記拡張可能なオストミーキャップの老廃物回収容量は、前記拡張した状態では、前記
コンパクトな状態よりも少なくとも１００％大きい、請求項１５～１８のいずれか一項に
記載の拡張可能なオストミーキャップ。
【請求項２０】
　前記テール部分は、水溶性材料によって前記外側壁の内面において前記キャップ部分に
取り付けられる、請求項１５～１８のいずれか一項に記載の拡張可能なオストミーキャッ
プ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示はオストミー器具に関し、より詳細には、拡張可能な老廃物回収容量を有するス
トーマキャップ及びオストミーパウチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　身体の老廃物を回収するためのオストミーパウチのようなオストミー器具は、コロスト
ミーやイレオストミー若しくはウロストミーのような手術を受けた患者によって使用され
る。オストミーパウチは典型的には、回収空洞部を画定するようにその端部に沿って共に
固定された、平坦で対向する側壁を含む。側壁のうちの１つには、ストーマを受容する開
口部と、接着バリアーのような、パウチをユーザーに固定する手段とを設け、ストーマを
通じて排出される身体の老廃物が回収空洞内に受容される。その下端において、オストミ
ーパウチは、身体の老廃物の回収の最中に閉じることができるが使用期間の後にオストミ
ーパウチから身体の老廃物を流し出すために開くことができる排出開口部を有してもよい
。代替的には、使い捨て用にオストミーパウチを設計してもよく、その場合には、実質的
にストーマからの排出物で満ちた後にオストミーパウチの全体が廃棄されることになるた
め、排出開口部を設けることはない。
【０００３】
　オストミーパウチは、様々な回収容量の必要性に合わせて種々のサイズで利用可能であ
る。例えば、ユーザーは、夜間は大きなオストミーバッグを使用することを望むが、公の
場での活動中又は運動時には行動の自由のためにより小さいオストミーパウチを使用する
ことを所望する場合がある。時折、例えば、運動、愛情行為又はシャワー中に、ユーザー
は、行動の自由及び動きやすさを高めるためにストーマを覆うほどちょうど十分に大きい
ように設計される、ストーマキャップのようなより小さい装置を使用することを好む場合
がある。
【０００４】
　オストミーキャップ及び小さいオストミーパウチは、明らかな理由からユーザーに好ま
れる。しかし、ストーマの排出は意のままに調節することができないため、ストーマキャ
ップ及び小さいオストミーパウチが多くの場合に、ストーマの排出物の突然の流出を収容
するのに十分な回収容量を提供することができず、結果として漏れが生じ、ユーザーが困
惑してしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、ユーザーが所望する行動の自由を提供するほど十分に小さいが、ストーマ
の排出物の突然の流出を収容するのに十分な回収容量も提供することができる改良された
ストーマキャップ及びオストミーパウチが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　種々の実施形態に従って、拡張可能なストーマキャップ及び拡張可能なオストミーパウ
チが提供される。拡張可能なストーマキャップ及び拡張可能なオストミーパウチは、ユー
ザーに、より高い行動の自由度を提供するように、コンパクトな状態では小さいサイズで
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あり、ストーマの排出物の突然の流出に対応するために、増大した老廃物回収容量を提供
するよう拡張するように構成されている。
【０００７】
　１つの面において、拡張可能なオストミーパウチが提供される。拡張可能なオストミー
パウチは、第１の部分と第２の部分とを備える。第１の部分及び第２の部分は、身体側の
壁及び外側壁によって画定されてもよく、身体側の壁及び外側壁は、それらの外周縁に沿
ってシールされてキャビティを画定してもよい。キャビティは第１の部分及び第２の部分
を通して連続的であってもよい。拡張可能なオストミーパウチは、ストーマを受け入れる
ための入口開口も備え、入口開口は、第１の部分の身体側の壁に配置される。
【０００８】
　第２の部分は、コンパクトな状態では、第１の部分内に実質的に完全に隠されるととも
に収容されるよう、反転されて第１の部分内に挿入されるように構成されてもよく、拡張
した状態では第１の部分から実質的に完全に放出されるとともに露出されてもよい。
【０００９】
　拡張可能なオストミーパウチは、第２の部分を第１の部分から手動で引っ張り出すこと
によって、又は、キャビティがストーマの排出物で満たされると、オストミーパウチへの
ストーマの排出物の導入による重力及び／又は拡張可能なオストミーパウチ内の上昇した
圧力に起因して、コンパクトな状態から拡張した状態に拡張するように構成されてもよい
。さらに、第１の部分及び第２の部分は、第２の部分が第１の部分内に確実に嵌まり、手
動で引っ張り出すか又はストーマの排出物によって拡張することなく、運動又は他のユー
ザーの動きの間に第１の部分から放出しないように構成されもよい。
【００１０】
　１つの実施形態では、拡張可能なオストミーパウチはピーナッツ状の形状を有し、第１
の部分は実質的に円形の形状を有し、第２の部分は実質的に円形の形状を有している。そ
のような実施形態では、第２の部分は、反転されて第１の部分内に確実に嵌まるように第
１の部分よりもわずかに小さいサイズであってもよい。
【００１１】
　別の実施形態では、第１の部分は実質的に正方形の形状を有し、第２の部分は実質的に
矩形の形状を有し、第２の部分の幅は第１の部分の幅よりも小さく、及び／又は、第２の
部分の長さは第１の部分の長さよりも小さく、拡張可能なオストミーパウチは、第２の部
分が第１の部分の内部に収容されたコンパクトな状態であるときは第１の部分と実質的に
同じ形状及びサイズを有する。
【００１２】
　拡張可能なオストミーパウチは、第２の部分の端に画定される出口開口と、出口開口を
閉じる閉鎖手段とを含む排出可能なパウチとして構成することができる。この構成では、
出口開口は、コンパクトな状態において反転されて第１の部分内に挿入される前に閉じら
れる。代替的に、拡張可能なオストミーパウチは、出口開口のない「閉じた」パウチとす
ることができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、拡張可能なオストミーパウチの老廃物回収容量は、拡張した
状態では、コンパクトな状態よりも少なくとも５０％大きく、好ましくは、コンパクトな
状態よりも少なくとも１００％大きい。
【００１４】
　拡張可能なオストミーパウチは、身体側の壁及び外側壁のうちの少なくとも一方の外面
に配置される不織材料も含むことができ、不織材料は第１の部分にのみ沿って延びる。
【００１５】
　１つの実施形態では、拡張可能なオストミーパウチは、拡張可能なオストミーパウチを
ユーザーに取り付けるために、入口開口の周りに配置された接着性皮膚バリアーを更に含
む。代替的には、拡張可能なオストミーパウチは、拡張可能なオストミーパウチを、ユー
ザーに取り付けられる接着性バリアーの相手方の身体側カップリングに取り付けるために



(6) JP 2015-510833 A 2015.4.13

10

20

30

40

50

、入口開口の周りに配置されたカップリングを含む。
【００１６】
　さらに、拡張可能なオストミーパウチの第２の部分は、コンパクトな状態から拡張した
状態へのオストミーパウチの拡張を容易にするタブを含むことができる。このタブは、ユ
ーザーがタブをつかんで第２の部分を第１の部分の内部から引っ張り出すことができるよ
うに構成されている。１つの実施形態では、タブは、第２の部分の下部のヒートシール部
分によって画定される。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、コンパクトな状態において第２の部分は、水溶性接着材料に
よって外側壁の内面において第１の部分に取り付けられる。
【００１８】
　別の実施形態では、拡張可能なオストミーパウチは、第１の部分の外側壁の内面に配置
されるフィルターを含んでいる。そのような実施形態では、反転された第２の部分は、コ
ンパクトな状態では入口開口とフィルターとの間に配置され、フィルターをストーマの液
体状及び固体状の排出物から少なくとも部分的に保護し、フィルターの寿命を延ばすと共
にフィルター性能を向上する。そうでなければ、フィルターの寿命及びフィルター性能は
、ストーマの排出物によるフィルターの部分的または全体的な詰まりにより悪化するかも
しれない。
【００１９】
　別の面では、拡張可能なオストミーキャップが提供される。この拡張可能なオストミー
キャップは、ストーマを覆うとともに拡張可能なオストミーキャップをユーザーに取り付
ける手段を支持するのに十分大きいサイズであるキャップ部分を含む。拡張可能なオスト
ミーキャップは、テール部分も含む。キャップ部分及びテール部分は、身体側の壁及び外
側壁によって画定してもよく、身体側の壁及び外側壁は、それらの外周縁に沿ってシール
されてキャビティを画定してもよい。キャビティは、キャップ部分及びテール部分を通し
て連続的である。拡張可能なオストミーキャップは、キャップ部分の身体側の壁に配置さ
れストーマを受け入れるための入口開口も備える。テール部分は、コンパクトな状態では
、キャップ部分内に実質的に完全に収容されるとともに隠されるよう、反転されてキャッ
プ部分内に挿入されるように構成されてもよく、第２の部分は、拡張した状態では第１の
部分から実質的に完全に放出されるとともに露出されてもよい。
【００２０】
　１つの実施形態では、キャップ部分は実質的に正方形の形状を有し、キャップ部分の各
辺は約８．９ｃｍ（３．５インチ）～約１３ｃｍ（５インチ）である。他の実施形態では
、キャップ部分は実質的に円形の形状を有し、約８．９ｃｍ（３．５インチ）～約１３ｃ
ｍ（５インチ）の直径を有する。
【００２１】
　キャップ部分及びテール部分は、テール部分がキャップ部分内に確実に嵌まり、手動で
引っ張り出すか又はストーマの排出物によって拡張することなく、運動又は他のユーザー
の動きの間にキャップ部分から拡張しないように構成されてもよい。
【００２２】
　１つの実施形態では、拡張可能なオストミーキャップの老廃物回収容量は、拡張した状
態では、コンパクトな状態よりも少なくとも１００％大きい。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、テール部分は、コンパクトな状態では、水溶性材料によって
キャップ部分の外側壁の内面においてキャップ部分に取り付けられる。
【００２４】
　他の態様、目的及び利点は、添付の図面と併せて読めば以下の詳細な説明からより明ら
かとなるであろう。
【００２５】
　本発明の実施形態の恩恵及び利点は、以下の詳細な説明及び添付の図面を検討した後で
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当業者にはより容易に明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】１つの実施形態による拡張可能なオストミーパウチの拡張した状態の概略図であ
る。
【図２】線Ａ－Ａに沿って取った図１の拡張可能なオストミーパウチの概略断面図である
。
【図３】図１の拡張可能なオストミーパウチのコンパクトな状態の概略図である。
【図４】線Ｂ－Ｂに沿って取った図３の拡張可能なオストミーパウチの概略断面図である
。
【図５】１つの実施形態による拡張可能なオストミーキャップの拡張した状態の概略図で
ある。
【図６】線Ｃ－Ｃに沿って取った図５の拡張可能なオストミーキャップの概略断面図であ
る。
【図７】図５の拡張可能なオストミーキャップのコンパクトな状態の概略図である。
【図８】線Ｄ－Ｄに沿って取った図７の拡張可能なオストミーキャップの概略断面図であ
る。
【図９】拡張可能なキャップの代替的な実施形態のコンパクトな状態の概略断面図である
。
【図１０Ａ】別の実施形態による排出出口を含む拡張可能なオストミーパウチの拡張状態
の概略図である。
【図１０Ｂ】排出出口が閉じている状態の図１０Ａの拡張可能なオストミーパウチの概略
図である。
【図１１】１つの実施形態によるオストミーパウチの拡張した状態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本開示は、種々の形態の実施形態が可能であるが、本開示は例示に過ぎないとみなされ
るべきであり、本開示を、図示される何らかの特定の実施形態に限定する意図はないとい
う理解の上で、現時点で好ましい実施形態が図面に示されるとともに以下で説明される。
「１つ」という用語は、単数形及び複数形の双方を含むように解釈されるべきである。反
対に、複数の要素へのいかなる言及も、適切であれば、単数形を含むものとする。
【００２８】
　ここで図面を参照すると、図１～図４は、拡張可能なオストミーパウチ１０の１つの実
施形態を示している。図１及び図２は、拡張した状態１２の拡張可能なオストミーパウチ
１０を示しており、図３及び図４は、コンパクトな状態１４の拡張可能なオストミーパウ
チ１０を示している。拡張可能なオストミーパウチ１０は概して、パウチ１６と、皮膚バ
リアー１８と、フィルター２０とを含んでいる。パウチ１６は、種々の異なるサイズで提
供することができる。
【００２９】
　図１に示されているように、拡張可能なオストミーパウチ１０は、「ピーナッツ」形状
の本体２１を有することができ、上側の丸い部分２２及び下側の丸い部分２４を含んでい
る。好ましい実施形態では、上側の丸い部分及び下側の丸い部分は、円形であるか又はほ
ぼ円形である。上側の丸い部分２２は、下側の丸い部分２４を反転させて上側の丸い部分
２２内に嵌め、コンパクトな状態１４の拡張可能なオストミーパウチ１０を形成すること
ができるように、下側の丸い部分２４の直径２８よりも僅かに大きい直径２６を有してい
る。上側の丸い部分２２及び下側の丸い部分２４は、コンパクトな状態１４では、ユーザ
ーが引っ張る動作によって下側の丸い部分２４を手動で展開するか、又はパウチ１６がス
トーマの排出物４２で満たされるため重力に起因して拡張するまで、下側の丸い部分２４
が反転して上側の丸い部分２２内に嵌まったままであるように構成することができる。
【００３０】
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　パウチ１６は、身体側の壁３０及び外側壁３２を含むことができ、これらの壁は、それ
らの外周縁３４に沿ってともにシールされて、ストーマの排出物４２を回収するキャビテ
ィ３６を画定することができる。各身体側の壁３０及び外側壁３２は、同じ材料又は異な
る材料から形成することができる。例えば、身体側の壁３０及び外側壁３２のそれぞれは
、透明又は不透明であり得る多層フィルムから形成することができる。いくつかの実施形
態では、不織材料を身体側の壁３０及び／又は外側壁３２の外面に設けることができる。
【００３１】
　図１～図４に示されている拡張可能なオストミーパウチ１０は、排出出口のない閉鎖端
３８を有している。他の実施形態では、オストミーパウチは、ストーマの排出物の回収中
には閉じ、オストミーパウチの定期的な排液のために開くことができる排出出口を含むこ
とができる。例えば、オストミーパウチは、別個のクランプ装置によって閉じた形態に固
定することができる出口を含むことができるか、又は代替的には、オストミーパウチは、
本願の譲受人に譲渡され参照により本明細書に援用される、例えばVillefranceらの米国
特許第７，８７９，０１５号明細書及びMandzijらの米国特許第７，８７９，０１６号明
細書に開示されている閉鎖機構のうちの１つのような一体化された閉鎖機構を含むことが
できる。図１０Ａ及び図１０Ｂは、排出出口４６’を有する首部分４４’を含む拡張可能
なオストミーパウチ１０’を示している。首部分４４’には閉鎖機構４８’が設けられて
いる。そのような実施形態では、首部分４６’は、下側の丸い部分２４’が反転されて上
側の丸い部分２２’内に嵌められ、コンパクトな状態のオストミーパウチを形成する前に
、図１０Ｂに示されているようにロール巻きにされてしっかりと閉じられる。
【００３２】
　身体側の壁３０には、ストーマを受け入れるように入口開口４０を設けることができる
。接着性皮膚バリアー１８は、ストーマの周囲に取り付けるために入口開口４０の周りに
配置される。拡張可能なオストミーパウチ１０には、本願の譲受人に譲渡され参照により
本明細書に援用される、Nolanの米国特許第３，９５２，７２７号明細書及びBottenの米
国特許第７，５５９，９２２号明細書において開示されているようなフィルター２０を設
けることもできる。
【００３３】
　下側の丸い部分２４は、図４に最も良く示されるように、コンパクトな状態１４では、
反転させて上側の丸い部分２２内に嵌めることができる。したがって、下側の丸い部分２
４の身体側の壁３０及び外側壁３２は、入口開口４０と、（外側壁３２の内面に配置され
る）フィルター２０との間に位置することができ、それによって、下側の丸い部分２４は
、フィルター２０を、液体状及び固体状のストーマの排出物との接触から少なくとも部分
的に保護し、フィルターの寿命を延ばすとともに、ストーマの排出物によるフィルターの
部分的又は全体的な詰まりによって劣化しかねないフィルターの性能を高めるように、バ
リアーとして働く。フィルター２０は外側壁３２の内面に取り付けられるものとして示さ
れているが、他の実施形態では、フィルターは、オストミーパウチの外面に取り付けるこ
とができるか、又はオストミーパウチはフィルターを含まなくてもよい。
【００３４】
　使用時に、ユーザーは、拡張可能なオストミーパウチ１０をコンパクトな状態１４で装
着するか又は拡張した状態１２で装着するかを決めることができる。例えば、ユーザーは
、家では、拡張可能なオストミーパウチ１０をその拡張した状態１２で装着することを望
む場合があり、また、外出するために、又は単にオストミーパウチ１０の外観を最小限に
抑えるためにオストミーパウチのサイズを低減することを望む場合がある。より小さいオ
ストミーパウチが所望される場合、ユーザーは単に、下側の丸い部分２４を反転させて上
側の丸い部分内に嵌めるように、下側の丸い部分を指で押し込むことができる。拡張可能
なオストミーパウチ１０は、そのコンパクトな状態１４では小さく、公の場において更な
る行動の自由を提供することができるが、収容される下側の丸い部分内に付加的な老廃物
回収容量を含む。したがって、ストーマの排出物の突然の流出に対応することができる。
ストーマの排出物がキャビティ３６を満たすと、下側の丸い部分２４は、ストーマの排出
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物による重力及び／又はオストミーパウチ１０内の上昇した圧力に起因して拡張する。代
替的には、ユーザーは、単に下側の丸い部分２４を引っ張り出すことによってオストミー
パウチ１０を拡張させることを選択できる。
【００３５】
　この実施形態では、下側の丸い部分２４は、上側の丸い部分２２と比較して同様のサイ
ズにされ、したがって、上側の丸い部分２２よりも大きい老廃物回収容量を提供する。こ
れは、上側の丸い部分２２がストーマを受け入れる入口開口４０を含むためであり、入口
開口４０によって、上側の丸い部分２２の老廃物回収容量が、ストーマの下のパウチの容
積に低減される。したがって、拡張可能なオストミーパウチ１０が、下側の丸い部分２４
によって、老廃物回収容量の少なくとも１００％の増大、好ましくは老廃物回収容量の少
なくとも１２０％の増大を提供できることが意図される。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、拡張可能なオストミーパウチは、ユーザーがつかんで折り込
まれた下側の丸い部分を引っ張り出し、オストミーパウチをコンパクトな状態から拡張さ
せることができるタブを含むことができる。図１１は、タブを含む拡張可能なオストミー
パウチの実施形態を示している。拡張可能なオストミーパウチ１０”は、図１～図４の拡
張可能なオストミーパウチ１０と同様に構成され、上側の丸い部分２２”及び下側の丸い
部分２４”を含む「ピーナッツ」形状の本体２１”を有している。下側の丸い部分２４”
は、オストミーパウチをコンパクトな状態から拡張した状態に拡張させることを容易にす
ることができるタブ５０”を含んでいる。この実施形態では、タブ５０”は、下側の丸い
部分２４”の下部のヒートシール部分５２”によって画定されている。代替的には、タブ
は、ヒートシール、接着剤又は他の好適な方法によって下側の丸い部分に取り付けられる
別個の部品とすることができる。
【００３７】
　図５～図８は、別の実施形態による拡張可能なオストミーキャップ１００を示している
。図５及び図６は、拡張した状態１０２の拡張可能なオストミーキャップ１００を示して
おり、図７及び図８は、コンパクトな状態１０４の拡張可能なオストミーキャップ１００
を示している。拡張可能なオストミーキャップ１００は概して、キャップ部分１０６と、
ストーマの周囲に配置される接着性バリアー（図示せず）にオストミーキャップ１００を
固定する接続フランジ１０８と、テールパウチ部分１１０とを含んでいる。拡張可能なオ
ストミーキャップ１００は接続フランジとともに示されているが、拡張可能なオストミー
キャップ１００には他の実施形態では接着性皮膚バリアーを設けることができる。
【００３８】
　拡張可能なオストミーキャップ１００は、身体側の壁１１４及び外側壁１１６から形成
することができ、これらの壁は、それらの外周縁１１８に沿ってシールされてキャビティ
１２０を画定することができる。図５～図８に示されている拡張可能なオストミーキャッ
プには、身体側の壁１１４及び外側壁１１６それぞれの外面に不織層１１５、１１７が設
けられている。不織層１１５、１１７は任意選択的であり、したがって、一方の壁にのみ
設けてもよいか、又は他の実施形態では設けなくてもよい。
【００３９】
　キャップ部分１０６は、公知のオストミーキャップと同様のサイズである。例えば、５
０ｍｍの直径の円形の入口開口１１２を有するカバー部分１０６は、約１０ｃｍ（４イン
チ）の長さの辺１３４を有する丸い縁の正方形の本体１３２を有することができる。別の
実施形態では、カバー部分は、約１０ｃｍ（４インチ）の直径を有する円形の本体を有す
ることができる。
【００４０】
　ストーマの排出物の突然の流出に対応するために、拡張可能なオストミーキャップにテ
ールパウチ部分１１０を設けることができる。テールパウチ部分１１０は、反転されてキ
ャップ部分１０６内に挿入されるように構成することができる。したがって、テールパウ
チ部分１１０は概ね、キャップ部分とほぼ同じであるか又はより小さいサイズにすること
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ウチ部分１１０の長さ１２２及びキャップ部分１０６の長さ１２４がほぼ等しく、テール
パウチ部分１１０の幅１２６がキャップ部分１０６の幅１２８よりも小さいように構成さ
れている。他の実施形態では、テールパウチ部分は、キャップ部分の長さよりも短い長さ
と、キャップ部分の幅と等しい幅とを有することができる。
【００４１】
　コンパクトな状態１０４では、図８に示されているように、テールパウチ部分１１０を
反転させて、キャップ部分１０６のキャビティ１２０内に挿入することができる。したが
って、拡張可能なオストミーキャップ１００は、コンパクトな状態では、典型的なオスト
ミーキャップのサイズである、キャップ部分１０６のサイズに概ね等しいサイズを有する
。したがって、キャップ部分１０６のキャビティ１２０は、比較的小さい回収容量を有す
ることが予期される。しかし、隠れたテールパウチ部分１１０によって、オストミーキャ
ップ１００の回収容量が大幅に増大する。１つの実施形態では、オストミーキャップ１０
０の老廃物回収容量は、拡張した状態では、少なくとも５０％、好ましくは少なくとも１
００％、より好ましくは少なくとも１２０％だけ増大する。
【００４２】
　より大きい回収容量を得るには、ユーザーは、拡張可能なオストミーパウチ１０と同様
にして、単にテールパウチ部分１１０を引っ張り出すことができる。代替的には、ユーザ
ーは、キャビティ１２０がストーマの排出物で満たされると、ストーマの排出物による重
力及び／又はキャビティ１２０内の上昇した圧力に起因してテールパウチ部分１１０が拡
張することを可能にすることができる。
【００４３】
　１つの実施形態では、テールパウチ部分１１０’は、コンパクトな状態１０４’では、
可溶性フィルム１３０’によって外側壁１１６’の内面に固定することができる。そのよ
うな実施形態では、拡張可能なオストミーキャップ１００’は、可溶性フィルム１３０’
がストーマの排出物と接触するまでコンパクトな状態１０４’に留まり、その時点で、可
溶性フィルム１３０’はストーマの排出物中の流体によって弱化して溶解され、それによ
って、テールパウチ部分１１０’が拡張するように放出される。可溶性フィルム１３０’
は、ストーマの排出物を収容するために拡張した回収容量が必要とされるまで、テールパ
ウチ部分１１０’が運動又は動きの最中にキャップ部分１０６’の内面にしっかりと取り
付けられているという点で更なる確実さを提供する。
【００４４】
　上記から、本開示の新規の概念の真の主旨及び範囲から逸脱することなく、多くの変更
形態及び変形形態を達成することができることが分かるであろう。図示された特定の実施
形態に対する限定は意図されず、推察もされるべきではないことを理解されたい。本開示
は、添付の特許請求の範囲によって、特許請求の範囲に入るような全ての変更形態を包含
することが意図される。
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